
盛岡市森林（もり）づかいイノベーション事業　募集に係る質問及び回答

令和6年4月18日

番号 質　　問 回　　答

1

募集要項に「市内の森林資源等を活用するもの」とある

が、利用可能な樹種や加工・管理（木材の乾燥方法な

ど）について、詳細があれば教えて欲しい。

　市内には様々な樹種があり、乾燥方法等は樹種により異なります。また、使用する木材の

産地の確認が必要なため、詳細については、岩手県産材認証推進協議会等の林業団体にお問

合せください。

　なお、市内の森林資源等のみでの事業実施が困難な場合は、市外のものを利用することが

できますが、その場合はできる限り岩手県内の森林資源としてください。（募集要領の６を

参照のこと）

＜岩手県産材認証推進協議会のホームページ＞　https://www.iwatenoki.jp/ninsyo/

2

木材を原材料として使用し、県内の木工所に外注して製

作する場合、どのような経路で入手可能か。（林業者か

ら直接買付、木工所での買付など）

　樹種や量によって様々な入手方法が考えられますので、応募者においてご検討ください。

検討にあたっては、岩手県産材認証推進協議会等の林業団体にお問合せいただく方法が考え

られます。

＜岩手県産材認証推進協議会のホームページ＞　https://www.iwatenoki.jp/ninsyo/

3 対象経費に「参考書籍購入費」は含まれるか。
　含まれます。補助事業に直接使用する書籍で、必要と認められるものは補助対象となりま

す。

4
補助期間中に補助事業で販売型（購入型）クラウドファ

ンディングを行うことは可能か。

　補助期間中にクラウドファンディングを行うことは可能です。ただし、次の点に留意して

ください。

・補助期間内に補助事業で売上等の収入を得ても差し支えないが、補助事業全体で収益が生

じた場合（黒字になる場合）は、補助金を市に納付させる場合がある。（募集要領の11(4)を

参照のこと）

・テスト販売に係る経費は補助対象となるが、本格的な販売に係る経費は補助対象とならな

い。（募集要領の別紙を参照のこと）


